
議案第６０号 

八幡浜市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 標記条例を次のように制定する。 

  平成２９年９月１２日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

八幡浜市営住宅条例の一部を改正する条例 

 八幡浜市営住宅条例（平成１７年条例第１８２号）の一部を次のように改正す

る。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。ただし、改正後の欄に掲げる規定で改正前の欄にこれに対応

するものを掲げていないものは、これを加えるものとする。 

改正後 改正前 

（入居の承継） （入居の承継） 

第１３条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去し

た場合において、その死亡時、又は退去時に当該

入居者と同居していた者が引き続き当該市営住

宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居し

ていた者は、公営住宅法施行規則第１２条及び次

項で定めるところにより、市長の承認を得なけれ

ばならない。 

第１３条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去し

た場合において、その死亡時、又は退去時に当該

入居者と同居していた者が引き続き当該市営住

宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居し

ていた者は、公営住宅法施行規則第１１条及び次

項で定めるところにより、市長の承認を得なけれ

ばならない。 

２ （略） ２ （略） 

（家賃の決定） （家賃の決定） 

第１４条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次

条第３項の規定により認定された収入（同条第４

項の規定により更正された場合には、その更正後

の収入。第２９条において同じ。）に基づき、近

傍同種の住宅の家賃（第４項の規定により定めら

れたものをいう。以下同じ。）以下で令第２条に

規定する方法により算出した額とする。ただし、

入居者からの収入の申告がない場合において、第

３６条第１項の規定による報告の請求を行った

にもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に

応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種

の住宅の家賃とする。 

第１４条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次

条第３項の規定により認定された収入（同条第４

項の規定により更正された場合には、その更正後

の収入。第２９条において同じ。）に基づき、近

傍同種の住宅の家賃（第３項の規定により定めら

れたものをいう。以下同じ。）以下で令第２条に

規定する方法により算出した額とする。ただし、

入居者からの収入の申告がない場合において、第

３６条第１項の規定による   請求を行った

にもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に

応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種

の住宅の家賃とする。 

２ 市長は、市営住宅の入居者（介護保険法（平

成９年法律第１２３号）第５条の２第１項に規定

する認知症である者、知的障害者福祉法（昭和３

５年法律第３７号）にいう知的障害者その他の公

営住宅法施行規則第８条で定める者に該当する

者に限る。）が、次条第１項に規定する収入の申

告をすること及び第３６条の規定による報告の

請求に応じることが困難な事情にあると認めた
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ときは、前項の規定にかかわらず、当該入居者の

毎月の家賃を、毎年度、令第３条で定めるところ

により、第３６条の規定による書類の閲覧の請求

その他の公営住宅法施行規則第９条で定める方

法により把握した当該入居者の収入及び当該市

営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数

その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家

賃以下で定めることができる。 

３ （略）  ２ （略）  

４ 第１項及び第２項の近傍同種の住宅の家賃

は、毎年度、令第３条に規定する方法により算出

した額とする。 

３ 第１項     の近傍同種の住宅の家賃

は、毎年度、令第３条に規定する方法により算出

した額とする。 

（収入の申告等） （収入の申告等） 

第１５条 （略） 第１５条 （略） 

２ 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行

規則第７条に規定する方法によるものとする。 

２ 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行

規則第８条に規定する方法によるものとする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

（収入超過者に対する家賃） （収入超過者に対する家賃） 

第３１条 第２９条第１項の規定により 収入超

過者と認定された入居者は、 第１４条第１項の

規定にかかわらず、当該認定に係る期間（当該入

居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあ

っては当該認定の効力が生じる日から当該明渡

しの日までの間）、毎月、第３項に規定する方法

により算出した額を家賃として支払わなければ

ならない。 

第３１条 第２９条第１項の規定により、収入超

過者と認定された入居者は 第１４条第１項の

規定にかかわらず、当該認定に係る期間（当該入

居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあ

っては当該認定の効力が生じる日から当該明渡

しの日までの間）、毎月、次項 に規定する方法

により算出した額を家賃として支払わなければ

ならない。 

２ 市長は、市営住宅の入居者が前項の規定に該

当する場合において、第１５条第１項に規定する

収入の申告をすること及び第３６条の規定によ

る報告の請求に応じることが困難な事情にある

と認めるときは、第１４条の規定及び前項の規定

にかかわらず、当該入居者の毎月の家賃を、毎年

度、令第８条で定めるところにより、公営住宅法

施行規則第９条で定める方法により把握した当

該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅

の家賃以下で定めることができる。 

 

３ 市長は、第１項に定める家賃を算出しようと

するときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同

種の住宅の家賃以下で、令第８条第２項に規定す

る方法によらなければならない。 

２ 市長は、前項 に定める家賃を算出しようと

するときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同

種の住宅の家賃以下で、令第８条第２項に規定す

る方法によらなければならない。 

４ （略） ３ （略） 

  

（収入状況の報告の請求等） （収入状況の報告の請求等） 

第３６条 市長は、第１４条第１項若しくは第２

項、第３１条第１項若しくは第３３条第１項の規

定による家賃の決定、第１６条（第３１条第４項

又は第３３条第３項において準用する場合を含

む。）の規定による家賃若しくは金銭の減免若し

くは徴収の猶予、第１９条第２項による敷金の減

免若しくは徴収の猶予、第３２条第１項の規定に

よる明渡しの請求、第３４条の規定によるあっせ

ん等又は第３８条の規定による市営住宅への入

第３６条 市長は、第１４条第１項      

 、第３１条第１項若しくは第３３条第１項の規

定による家賃の決定、第１６条（第３１条第３項

又は第３３条第３項において準用する場合を含

む。）の規定による家賃若しくは金銭の減免若し

くは徴収の猶予、第１９条第２項による敷金の減

免若しくは徴収の猶予、第３２条第１項の規定に

よる明渡しの請求、第３４条の規定によるあっせ

ん等又は第３８条の規定による市営住宅への入
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居の措置に関し必要があると認めるときは、入居

者の収入の状況について、当該入居者若しくはそ

の雇主、その取引先その他の関係人に報告を求

め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しく

はその内容を記録させることを求めることがで

きる。 

居の措置に関し必要があると認めるときは、入居

者の収入の状況について、当該入居者若しくはそ

の雇主、その取引先その他の関係人に報告を求

め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しく

はその内容を記録させることを求めることがで

きる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（公営住宅建替事業に係る家賃の特例） （公営住宅建替事業に係る家賃の特例） 

第３９条 市長は、前条の申出により公営住宅の

入居者を新たに整備された市営住宅に入居させ

る場合において、新たに入居する市営住宅の家賃

が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることと

なり、当該入居者の居住の安定を図るため必要が

あると認めるときは、第１４条第１項、第３１条

第１項又は第３３条第１項の規定にかかわらず、

令第１２条で定めるところにより当該入居者の

家賃を減額するものとする。 

第３９条 市長は、前条の申出により公営住宅の

入居者を新たに整備された市営住宅に入居させ

る場合において、新たに入居する市営住宅の家賃

が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることと

なり、当該入居者の居住の安定を図るため必要が

あると認めるときは、第１４条第１項、第３１条

第１項又は第３３条第１項の規定にかかわらず、

令第１１条で定めるところにより当該入居者の

家賃を減額するものとする。 

（公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅へ

の入居の際の家賃の特例） 

（公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅へ

の入居の際の家賃の特例） 

第４０条 市長は、法第４４条第３項の規定によ

る公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却

に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に

入居させる場合において、新たに入居する市営住

宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超え

ることとなり、当該入居者の居住の安定を図るた

め必要があると認めるときは、第１４条第１項、

第３１条第１項又は第３３条第１項の規定にか

かわらず、令第１２条に定めるところにより当該

入居者の家賃を減額するものとする。 

第４０条 市長は、法第４４条第３項の規定によ

る公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却

に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に

入居させる場合において、新たに入居する市営住

宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超え

ることとなり、当該入居者の居住の安定を図るた

め必要があると認めるときは、第１４条第１項、

第３１条第１項又は第３３条第１項の規定にか

かわらず、令第１１条に定めるところにより当該

入居者の家賃を減額するものとする。 

  

 （家賃）  （家賃） 

第５４条 （略） 第５４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の近傍同種の住宅の家賃については、

第１４条第４項の規定を準用する。この場合にお

いて、同項中「第１項」とあるのは「第５４条第

１項」と読み替えるものとする。 

３ 第１項の近傍同種の住宅の家賃については、

第１４条第３項の規定を準用する。この場合にお

いて、   「第１項」とあるのは「第５４条第

１項」と読み替えるものとする。 

  

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律により公営住宅法が改正されたことに伴い、認知症患者等

が住宅入居者である場合における収入申告義務が緩和されることになったた

め。 
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